
 

うるま市少年ふれあい事業 団員募集
友好都市

問　うるま市 経済産業部 産業政策課 ☎923-7611

問　生涯学習文化振興センター　☎923-1571

うるま市・盛岡市の歴史・文化や自然環境等の学習体験交流を通して、人材育成することを目的に事業を実施します。
夏は、盛岡市中学生をうるま市に受け入れ、冬は、うるま市中学生が盛岡市に派遣されます。うるま市中学2年生の皆
さん‼ご応募お待ちしております。

うるま市在住の若者のチャレンジ意欲を喚起し、若者の
能力向上を図り、就業機会の拡大及び市内雇用環境の改
善を図ることを目的として実施しています。

うるま市資格試験等受験料支援事業

①申請書（※オンライン申請の場合は提出不要）
②受験票の写し（試験日が確認できること）
③受験料の支払いが確認できる書類の写し（領収書等）
④合否が確認できる書類（合格通知書等）
⑤写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類
　（運転免許証、学生証等)
　 ※高校や大学等に所属している方は、
　　学生証をご提出ください。
⑥振込先の口座情報がわかるもの
　（通帳等）

①支援金対象試験等は、国家資格試験および一覧表に定める
ものとする。

　※一覧表に記載されてない資格試験等に関しては、その都
度確認します。

②支援金の額は、支援金対象資格試験等に係る受験料とする。
③支援金の額は、１人あたり年間５万円を上限とする。
※他の制度等により既に支援金を受けている又は支援金を
受ける見込みがある支援金対象試験等に係る受験料につ
いては、支援金対象としない。

①同一の資格試験は、１年度につき１回までとする。
　ただし、異なる資格試験については、複数回申請できるも
のとする。

②申請受付は、資格試験等の合格発表の日から90日以内と
する。

詳細はこちら
うるま市ＨＰ☞

次の①から③までの全てに該当する者。

①15歳から39歳までの者
　※受験日において39歳以下の者
② 受験日において本市の住民基本台帳に登録されている者
③ 市税の滞納がない者

Point１対象者 Point３ 申請条件

Point２対象資格試験及び支援金の額
Point４必要書類

対　象 うるま市在住の中学2年生　※受入・派遣・事前・事後研修全てに参加できる者

※事前・事後研修日程(予定)：12/5 ～ 12/12毎週土曜日(２回)・1/23（土）

42,000円（予定）
①参加申込書 ②保護者同意書 ③団員推薦書（学校長より推薦をいただく）
　上記3点を生涯学習文化振興センター 生涯学習振興係へ提出

6/5（金）17時必着 詳細はこちらから
ご確認ください

交流日

参加費
参加方法

申込締切

7/ 24（金）～ 7/25（土）　　

12/19（土）～ 12/22（火）　　
※事前・事後研修日程（予定）：  7/4 ～ 7/18毎週土曜日(3回) ・7/29（水）

うるま市受入交流日  

盛岡市派遣交流日  

令和8年度
（第15回）

資格は、一生モノの武器になる！
合否に関わらず、受験料を
全額支援します！
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